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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両で用いられ、車車間通信によって取得した他車両についての情報を、前記車両のド
ライバが知覚可能な態様で出力することで前記ドライバの運転を支援する支援処理部（Ｆ
９）を備える運転支援装置であって、
　衛星航法システムが備える航法衛星が送信する航法信号に基づいて前記車両の現在位置
を特定する自車位置特定部（Ｆ１）と、
　前記車両の現在の進行方向を前記車両の挙動情報として逐次取得する挙動情報取得部（
Ｆ２）と、
　前記自車位置特定部が特定した前記車両の現在位置と、前記挙動情報取得部が取得した
前記挙動情報とに基づいて、前記車両の今後の走行軌道である自車両予測軌道を特定する
自車両軌道特定部（Ｆ３）と、
　前記車車間通信を実施する車車間通信装置を介して、前記他車両の現在位置、及び進行
方向を示す他車両情報を取得する他車両情報取得部（Ｆ４）と、
　前記他車両情報取得部が取得した前記他車両情報に基づいて前記他車両の今後の走行軌
道である他車両予測軌道を特定する他車両軌道特定部（Ｆ５）と、
　前記自車両軌道特定部が特定した前記自車両予測軌道と、前記他車両軌道特定部が特定
した前記他車両予測軌道に基づいて、前記他車両と前記車両が衝突する可能性を判定する
衝突可能性判定部（Ｆ６）と、
　前記車両の現在位置に基づいて、前記車両が走行している道路である自車走行路が、前
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記自車走行路に接続している道路である接続道路に対して、優先道路であるか否かを判定
する優先道路判定部（Ｆ７）と、
　前記車両の走行環境を表す情報を取得する所定の環境認識デバイスの出力に基づき、前
記車両の周辺の視界状況と、前記車両がこれから進入する交差点である前方交差点に設け
られている信号機の表示状態の、少なくとも何れか一方に関する情報である周辺状況情報
を取得する周辺状況特定部（Ｆ８）とを備え、
　前記周辺状況特定部は、前記前方交差点に設置されている信号機の表示状態を示す信号
機情報を取得する信号機情報取得デバイスが取得した前記信号機情報に基づいて、前記前
方交差点に設置されている信号機の表示状態を特定する信号機状態特定部（Ｆ８２）を備
え、
　前記支援処理部は、前記衝突可能性判定部の判定結果と、前記優先道路判定部の判定結
果と、前記周辺状況特定部が取得している前記周辺状況情報と、に基づいて、支援レベル
を決定し、その決定された前記支援レベルに応じた制御処理を実施するようになっており
、前記優先道路判定部によって前記自車走行路が優先道路であると判定されており、かつ
、前記信号機状態特定部が特定した信号機の表示状態が、前記車両に前記前方交差点の通
行権を付与する表示状態となっている場合には、前記支援レベルを、前記自車走行路が優
先道路ではないと判定されている場合に設定する前記支援レベルよりも低いレベルに設定
することを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　車両で用いられ、車車間通信によって取得した他車両についての情報を、前記車両のド
ライバが知覚可能な態様で出力することで前記ドライバの運転を支援する支援処理部（Ｆ
９）を備える運転支援装置であって、
　衛星航法システムが備える航法衛星が送信する航法信号に基づいて前記車両の現在位置
を特定する自車位置特定部（Ｆ１）と、
　前記車両の現在の進行方向を前記車両の挙動情報として逐次取得する挙動情報取得部（
Ｆ２）と、
　前記自車位置特定部が特定した前記車両の現在位置と、前記挙動情報取得部が取得した
前記挙動情報とに基づいて、前記車両の今後の走行軌道である自車両予測軌道を特定する
自車両軌道特定部（Ｆ３）と、
　前記車車間通信を実施する車車間通信装置を介して、前記他車両の現在位置、及び進行
方向を示す他車両情報を取得する他車両情報取得部（Ｆ４）と、
　前記他車両情報取得部が取得した前記他車両情報に基づいて前記他車両の今後の走行軌
道である他車両予測軌道を特定する他車両軌道特定部（Ｆ５）と、
　前記自車両軌道特定部が特定した前記自車両予測軌道と、前記他車両軌道特定部が特定
した前記他車両予測軌道に基づいて、前記他車両と前記車両が衝突する可能性を判定する
衝突可能性判定部（Ｆ６）と、
　前記車両の現在位置に基づいて、前記車両が走行している道路である自車走行路が、前
記自車走行路に接続している道路である接続道路に対して、優先道路であるか否かを判定
する優先道路判定部（Ｆ７）と、
　前記車両の走行環境を表す情報を取得する所定の環境認識デバイスの出力に基づき、前
記車両の周辺の視界状況と、前記車両がこれから進入する交差点である前方交差点に設け
られている信号機の表示状態の、少なくとも何れか一方に関する情報である周辺状況情報
を取得する周辺状況特定部（Ｆ８）とを備え、
　前記周辺状況特定部は、視界状況が良好であるか否かを判定するための指標情報を出力
する視界状況検出デバイスの出力に基づいて、視界状況が良好であるか否かを判定する視
界状況特定部（Ｆ８１）を備え、
　前記支援処理部は、前記衝突可能性判定部の判定結果と、前記優先道路判定部の判定結
果と、前記周辺状況特定部が取得している前記周辺状況情報と、に基づいて、支援レベル
を決定し、その決定された前記支援レベルに応じた制御処理を実施するようになっており
、前記優先道路判定部によって前記自車走行路が優先道路であると判定されており、かつ
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、前記視界状況特定部によって視界状況は良好であると判定されている場合には、前記支
援レベルを、前記自車走行路が優先道路ではないと判定されている場合に設定する前記支
援レベルよりも低いレベルに設定することを特徴とする運転支援装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記周辺状況特定部は、前記前方交差点に設置されている信号機の表示状態を示す信号
機情報を取得する信号機情報取得デバイスが取得した前記信号機情報に基づいて、前記前
方交差点に設置されている信号機の表示状態を特定する信号機状態特定部（Ｆ８２）を備
え、
　前記支援処理部は、
　前記優先道路判定部によって前記自車走行路が優先道路であると判定されており、かつ
、前記視界状況特定部によって視界状況が良好であると判定されており、かつ、前記信号
機状態特定部が特定した信号機の表示状態が前記車両に前記前方交差点の通行権を付与す
る表示状態となっている場合には、前記支援レベルを、前記制御処理として前記他車両の
存在を前記ドライバに知らせるための支援情報を出力しない情報不提供レベルに設定する
ことを特徴とする運転支援装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記支援処理部は、
　前記優先道路判定部によって前記自車走行路が優先道路であると判定されている場合で
あっても、前記視界状況特定部によって視界状況が良好ではないと判定されているか、又
は、前記信号機状態特定部が特定した信号機の表示状態が前記車両に前記前方交差点の通
行権を付与しない表示状態となっている場合には、前記支援レベルを、前記制御処理とし
て前記支援情報を出力するレベルに設定することを特徴とする運転支援装置。
【請求項５】
　請求項３において、
　前記支援処理部は、
　前記優先道路判定部によって前記自車走行路が優先道路であると判定されている場合で
あっても、前記視界状況特定部によって視界状況が良好ではないと判定されており、且つ
、前記信号機状態特定部が特定した信号機の表示状態が前記車両に前記前方交差点の通行
権を付与しない表示状態となっている場合には、前記支援レベルを、前記制御処理として
前記支援情報を出力するレベルに設定することを特徴とする運転支援装置。
【請求項６】
　請求項２から５の何れか１項において、
　前記視界状況検出デバイスとして、車室外の明るさを検出する照度センサ、前記車両の
ヘッドライトの点灯状態を検出するヘッドライトセンサ、前記車両のフォグランプの点灯
状態を検出するフォグランプセンサ、及び前記車両の外部を撮影するカメラの少なくとも
何れか１つを用いることを特徴とする運転支援装置。
【請求項７】
　請求項１、３、４、及び５の何れか１項において、
　前記車車間通信装置は、交差点に設置されている路側機から送信される前記信号機情報
を受信できるものであって、
　前記信号機情報取得デバイスとして、前記車車間通信装置、及び、前記車両の前方を撮
影する前方カメラの少なくとも何れか一方を用いることを特徴とする運転支援装置。
【請求項８】
　請求項１から７の何れか１項において、
　前記挙動情報取得部は、前記車両に作用するヨーレートを検出するヨーレートセンサか
ら、前記車両に作用するヨーレートを取得し、
　前記自車両軌道特定部は、前記車両の現在の車速とヨーレートを用いて前記自車両予測
軌道を特定することを特徴とする運転支援装置。
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【請求項９】
　請求項１から８の何れか１項において、
　前記支援レベルとして、
　前記制御処理として前記他車両の存在を前記ドライバに知らせるための情報を出力しな
いレベルである情報不提供レベルと、
　前記他車両が存在することを視覚的に報知する情報提供レベルと、
　前記他車両の存在を前記情報提供レベルよりも前記ドライバに対して強く訴えかける注
意喚起レベルと、
　前記他車両の存在を前記注意喚起レベルよりもさらに強く前記ドライバに対して訴えか
ける警告レベルの、少なくとも４つのレベルを備えることを特徴とする運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両のドライバの運転操作を支援する運転支援装置に関し、特に、車両同士
の衝突可能性を予測して運転支援を行う装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数の車両のそれぞれが、自車両の走行速度や、現在位置、進行方向などの車両
情報を示す通信パケットを他車両に送信するとともに、他車両から送信された通信パケッ
トを逐次受信する車車間通信システムが提案されている。
【０００３】
　また、そのような車車間通信システムで用いられる装置として、車車間通信によって取
得した他車両の車両情報（以降、他車両情報）と、自車両の車両情報（以降、自車両情報
）に基づいて、当該他車両との衝突可能性を予測して運転支援を行う運転支援装置が種々
提案されている。
【０００４】
　例えば特許文献１には、地図データを用いて自車両が走行している道路（以降、自車走
行路）が、他車両が走行している道路（以降、他車走行路）に対して優先道路であるか否
かを判定し、その判定結果に基づいて、衝突可能性の算出基準を変更する運転支援装置が
開示されている。
【０００５】
　具体的には、自車走行路が他車走行路に対して優先道路であると判定されている場合に
は、自車走行路が非優先道路であると判定している場合に比べて、衝突する可能性がある
と判定しにくい条件を適用する。そして、所定の他車両について、所定の交差点で自車両
と出会い頭衝突する可能性があると判定した場合には、当該他車両との衝突を回避させる
ための情報（以降、支援情報）を出力する。
【０００６】
　なお、ここでの優先道路とは、互いに接続する複数の道路のうち、相対的に交通の流れ
が優先されるべき道路である。また、非優先道路とは、優先道路と接続する道路であって
、優先道路における交通の流れを優先させるべき道路である。何れの道路が優先道路とな
るかは道路構造として予め定義されている。
【０００７】
　この特許文献１に開示の運転支援装置によれば、自車両が優先道路を走行している場合
には、非優先道路を走行している場合に比べて支援情報が報知されにくくなる。なお、自
車両が優先道路を走行している場合において、自車両と出会い頭衝突する可能性がある他
車両とは、非優先道路を走行している車両である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－１２６７５５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１に開示の運転支援装置によれば、自車両が優先道路を走行している場合にお
いて、非優先道路を走行している他車両を対象とした支援情報が出力されることを抑制で
きる。なお、自車両が優先道路を走行している場合には支援情報を出力する条件を厳しく
してもよいという思想の背景には、非優先道路側の車両が、交通規則に基づいて減速や一
時停止等の衝突回避行動を行うはずであるという考えがある。換言すれば、非優先道路側
の車両のドライバが、優先道路の交通状況に応じて適切に認知、判断、操作を実施するこ
とを前提としている。
【００１０】
　しかしながら、自車両が優先道路をしているからといって、必ずしも非優先道路を走行
している他車両についての支援情報が不要であるとは限らない。例えば、夜間や霧が発生
している場合などの視界状況が悪い場合には、非優先道路を走行している他車両のドライ
バが、自車両の存在を認識できていない可能性が高まる。そして、仮に非優先道路を走行
している他車両のドライバが、自車両の存在を認識できていない場合には、優先道路での
交通の流れが途切れていると判断して、自車走行路に合流してくるかもしれない。
【００１１】
　したがって、視界状況が相対的に悪い場合には、自車走行路が優先道路であっても、非
優先道路を走行している他車両を対象とした支援情報を出力することが好ましい。
【００１２】
　また、信号機が設けられている交差点では、当該信号機の表示によって非優先道路側の
車両に対して通行権が付与される場合もある。自車走行路が優先道路であっても、信号機
によって自車両に交差点の通行権が付与されていない場合には、自車両のドライバに対し
て停車や減速といった操作の実施を促すために、非優先道路を走行している他車両を対象
とした支援情報は出力されるべきである。つまり、非優先道路を走行している他車両を対
象とした支援情報を出力するべきか否かは、交差点に設けられている信号機の表示状態に
も依存する。
【００１３】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、車両の
周辺状況に応じて支援情報をより適切に提供できる運転支援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　その目的を達成するための第１発明は、車両で用いられ、車車間通信によって取得した
他車両についての情報を、車両のドライバが知覚可能な態様で出力することでドライバの
運転を支援する支援処理部（Ｆ９）を備える運転支援装置であって、衛星航法システムが
備える航法衛星が送信する航法信号に基づいて車両の現在位置を特定する自車位置特定部
（Ｆ１）と、車両の現在の進行方向を車両の挙動情報として逐次取得する挙動情報取得部
（Ｆ２）と、自車位置特定部が特定した車両の現在位置と、挙動情報取得部が取得した挙
動情報とに基づいて、車両の今後の走行軌道である自車両予測軌道を特定する自車両軌道
特定部（Ｆ３）と、車車間通信を実施する車車間通信装置を介して、他車両の現在位置、
及び進行方向を示す他車両情報を取得する他車両情報取得部（Ｆ４）と、他車両情報取得
部が取得した他車両情報に基づいて他車両の今後の走行軌道である他車両予測軌道を特定
する他車両軌道特定部（Ｆ５）と、自車両軌道特定部が特定した自車両予測軌道と、他車
両軌道特定部が特定した他車両予測軌道に基づいて、他車両と車両が衝突する可能性を判
定する衝突可能性判定部（Ｆ６）と、車両の現在位置に基づいて、車両が走行している道
路である自車走行路が、自車走行路に接続する道路である接続道路に対して優先道路であ
るか否かを判定する優先道路判定部（Ｆ７）と、車両の走行環境を表す情報を取得する所
定の環境認識デバイスの出力に基づき、車両周辺の視界状況と、車両がこれから進入する
交差点である前方交差点に設けられている信号機の表示状態の、少なくとも何れか一方に
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関する情報である周辺状況情報を取得する周辺状況特定部（Ｆ８）とを備え、周辺状況特
定部は、前方交差点に設置されている信号機の表示状態を示す信号機情報を取得する信号
機情報取得デバイスが取得した信号機情報に基づいて、前方交差点に設置されている信号
機の表示状態を特定する信号機状態特定部（Ｆ８２）を備え、支援処理部は、衝突可能性
判定部の判定結果と、優先道路判定部の判定結果と、周辺状況特定部が取得している周辺
状況情報と、に基づいて、支援レベルを決定し、その決定された支援レベルに応じた制御
処理を実施するようになっており、優先道路判定部によって自車走行路が優先道路である
と判定されており、かつ、信号機状態特定部が特定した信号機の表示状態が、車両に前方
交差点の通行権を付与する表示状態となっている場合には、支援レベルを、自車走行路が
優先道路ではないと判定されている場合に設定する支援レベルよりも低いレベルに設定す
ることを特徴とする。
　第２発明は、車両で用いられ、車車間通信によって取得した他車両についての情報を、
車両のドライバが知覚可能な態様で出力することでドライバの運転を支援する支援処理部
（Ｆ９）を備える運転支援装置であって、衛星航法システムが備える航法衛星が送信する
航法信号に基づいて車両の現在位置を特定する自車位置特定部（Ｆ１）と、車両の現在の
進行方向を車両の挙動情報として逐次取得する挙動情報取得部（Ｆ２）と、自車位置特定
部が特定した車両の現在位置と、挙動情報取得部が取得した挙動情報とに基づいて、車両
の今後の走行軌道である自車両予測軌道を特定する自車両軌道特定部（Ｆ３）と、車車間
通信を実施する車車間通信装置を介して、他車両の現在位置、及び進行方向を示す他車両
情報を取得する他車両情報取得部（Ｆ４）と、他車両情報取得部が取得した他車両情報に
基づいて他車両の今後の走行軌道である他車両予測軌道を特定する他車両軌道特定部（Ｆ
５）と、自車両軌道特定部が特定した自車両予測軌道と、他車両軌道特定部が特定した他
車両予測軌道に基づいて、他車両と車両が衝突する可能性を判定する衝突可能性判定部（
Ｆ６）と、車両の現在位置に基づいて、車両が走行している道路である自車走行路が、自
車走行路に接続している道路である接続道路に対して、優先道路であるか否かを判定する
優先道路判定部（Ｆ７）と、車両の走行環境を表す情報を取得する所定の環境認識デバイ
スの出力に基づき、車両の周辺の視界状況と、車両がこれから進入する交差点である前方
交差点に設けられている信号機の表示状態の、少なくとも何れか一方に関する情報である
周辺状況情報を取得する周辺状況特定部（Ｆ８）とを備え、周辺状況特定部は、視界状況
が良好であるか否かを判定するための指標情報を出力する視界状況検出デバイスの出力に
基づいて、視界状況が良好であるか否かを判定する視界状況特定部（Ｆ８１）を備え、支
援処理部は、衝突可能性判定部の判定結果と、優先道路判定部の判定結果と、周辺状況特
定部が取得している周辺状況情報と、に基づいて、支援レベルを決定し、その決定された
支援レベルに応じた制御処理を実施するようになっており、優先道路判定部によって自車
走行路が優先道路であると判定されており、かつ、視界状況特定部によって視界状況は良
好であると判定されている場合には、支援レベルを、自車走行路が優先道路ではないと判
定されている場合に設定する支援レベルよりも低いレベルに設定する。
【００１５】
　以上の構成では、支援処理部は、優先道路判定部の判定結果だけでなく、この運転支援
装置が用いられている車両（以降、自車両）周辺の状況に応じて支援レベルを決定する。
そして、支援処理部は、決定された支援レベルに応じた制御処理を実施する。
【００１６】
　そのため、自車走行路が他車走行路に対して優先道路となっているからといって必ずし
も他車両についての情報を出力しないとは限らない。周辺状況によっては、支援情報を出
力させることになる。なお、ここでの周辺状況とは、自車両周辺の視界状況、及び、自車
両がこれから進入する交差点である前方交差点に設けられている信号機の表示状態の少な
くとも何れか一方を指す。
【００１７】
　したがって、以上の構成によれば、車両の周辺状況に応じて運転支援情報をより適切に
提供することができる。なお、特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様と
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して後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技
術的範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態に係る車載システム１の概略的な構成を示すブロック図である。
【図２】制御部１３の概略的な構成を示すブロック図である。
【図３】制御部１３が実施する運転支援処理を説明するためのフローチャートである。
【図４】軌道交点Ｘについて説明するための図である。
【図５】衝突リスク評価処理を説明するためのフローチャートである。
【図６】支援レベル決定処理を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について図を用いて説明する。図１は、本発明に係る運転支援
装置としての機能を備える車載システム１の概略的な構成の一例を示す図である。この車
載システム１は、道路上を走行する複数の車両の各々に搭載されている。便宜上、以降に
おける自車両とは、車載システム１にとって自分自身が搭載されている車両のことを指し
、他車両とは、当該車載システム１にとって自車両以外の他車両を指す。
【００２０】
　＜車載システム１の構成＞
　車載システム１は、図１に示すように、運転支援装置１０、方位センサ２０、車速セン
サ３０、ヨーレートセンサ４０、照度センサ５０、走行道路判定装置６０、ディスプレイ
７０、及びスピーカ８０を備える。
【００２１】
　運転支援装置１０は、車両内に構築されたローカルネットワーク（以降、ＬＡＮ：Loca
l Area Network）を介して、方位センサ２０、車速センサ３０、ヨーレートセンサ４０、
照度センサ５０、走行道路判定装置６０、ディスプレイ７０、及びスピーカ８０のそれぞ
れと通信可能に接続されている。また、運転支援装置１０は、より細かい構成要素として
、ＧＮＳＳ受信機１１、近距離無線通信部１２、及び制御部１３を備える。
【００２２】
　ＧＮＳＳ受信機１１は、衛星航法システムであるＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇ
ａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）が備える航法衛星が送信する航法信号
を受信し、受信した航法信号に基づいて現在位置を逐次算出する。現在位置を示す位置情
報は、例えば、緯度、経度、高度により表されればよい。ＧＮＳＳ受信機１１が算出した
現在位置を示す位置情報は、逐次制御部１３に提供される。
【００２３】
　近距離無線通信部１２は、車車間通信および路車間通信を行うための通信モジュールで
あり、５．９ＧＨｚ帯や７６０ＭＨｚ帯など所定の周波数帯の電波を用いて、他の車両に
搭載された近距離無線通信装置、及び交差点等に設置された路側機との間で通信を行う。
具体的には、近距離無線通信部１２は、他車両や路側機からのデータを受信すると当該デ
ータを逐次制御部１３に提供する。また、近距離無線通信部１２は、制御部１３から入力
されたデータを随時送信する。
【００２４】
　例えば近距離無線通信部１２は、自車両の走行状態を示す車両情報を含んだ通信パケッ
トを送信するとともに、他車両の車両情報を含んだ通信パケットを受信する。車両情報に
は、現在位置、進行方向、車速、加速度などが含まれる。車両情報を含む通信パケットに
は、車両情報のほかに、当該通信パケットの送信時刻や、送信元情報などの情報を含む。
送信元情報とは、送信元に相当する車両に割り当てられている識別番号（いわゆる車両Ｉ
Ｄ）である。
【００２５】
　また、近距離無線通信部１２は、路側機から配信される信号機情報を受信する。ここで
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の信号機情報とは、交差点に設けられた信号機の現在の点灯状態を示す信号機情報である
。前提として、交差点に設けられている路側機の中には、当該交差点の信号機情報を逐次
配信するものが存在することとする。近距離無線通信部１２は、そのような信号機情報を
配信する路側機からの信号が届くエリアに存在する場合、信号機情報を受信する。近距離
無線通信部１２が請求項に記載の車車間通信装置に相当する。
【００２６】
　制御部１３は、通常のコンピュータとして構成されており、ＣＰＵ１３１、ＲＡＭ１３
２、ＲＯＭ１３３、Ｉ／Ｏ１３４、及びこれらの構成を接続するバスラインなどを備えて
いる。ＣＰＵはCentral Processing Unitの略であり、ＲＡＭは、Random Access Memory
の略であり、ＲＯＭは、Read Only Memoryの略である。
【００２７】
　ＣＰＵ１３１は、種々の演算処理を実行する電子回路モジュールであって、マイクロプ
ロセッサ等を用いて実現される。ＲＡＭ１３２は揮発性のメモリであり、ＲＯＭ１３３は
不揮発性のメモリである。ＲＯＭ１３３には、通常のコンピュータを制御部１３として機
能させるためのプログラム（以降、運転支援プログラム）等が格納されている。
【００２８】
　Ｉ／Ｏ１３４は、制御部１３が、ＧＮＳＳ受信機１１や近距離無線通信部１２、さらに
は、ＬＡＮを介して接続しているデバイス（センサを含む）と、データの入出力をするた
めのインターフェースとして機能する。Ｉ／Ｏ１３４は、アナログ回路素子やＩＣなどを
用いて実現されればよい。
【００２９】
　なお、上述の運転支援プログラムは、非遷移的実体的記録媒体（non- transitory tang
ible storage medium）に格納されていればよい。ＣＰＵ１３１が運転支援プログラムを
実行することは、運転支援プログラムに対応する方法が実行されることに相当する。
【００３０】
　この制御部１３は、例えば近距離無線通信部１２や方位センサ２０等の、種々のデバイ
スから入力されるデータに基づいて、自車両周辺に存在する他車両と自車両との衝突可能
性を推定する。そして、その推定の結果に基づき、ディスプレイ７０やスピーカ８０を所
定の態様で動作させることで、自車両のドライバに他車両との衝突を回避するための情報
を提供する。なお、ここでの自車両周辺に存在する他車両とは、自車両と車車間通信を実
施している他車両である。この制御部１３の詳細については別途後述する。
【００３１】
　方位センサ２０は、自車両の絶対方位を検出するためのセンサであり、例えば、地磁気
センサが用いられる。車速センサ３０は、自車両の車速を検出する。ヨーレートセンサ４
０は、自車両の垂直軸周りの回転角速度（つまりヨーレート）を検出する。なお、自車両
に作用するヨーレートは、ＧＮＳＳ受信機１１から取得してもよい。つまり、ＧＮＳＳ受
信機１１を請求項に記載のヨーレートセンサとして利用してもよい。
【００３２】
　照度センサ５０は、自車両周辺の明るさ（つまり照度）を検出する。方位センサ２０や
、車速センサ３０、ヨーレートセンサ４０、照度センサ５０の検出結果は、ＬＡＮを介し
て運転支援装置１０に逐次提供される。
【００３３】
　走行道路判定装置６０は、道路地図情報を記憶している地図記憶部６１、および、図示
しない現在位置検出部を備える。現在位置検出部は、自車両の現在位置を検出する装置で
あって、例えばＧＮＳＳ受信機などを用いて実現される。なお、走行道路判定装置６０が
利用する現在位置情報は、運転支援装置１０から提供される態様としてもよい。
【００３４】
　地図記憶部６１に記憶されている道路地図情報は、道路の接続関係や道路形状等を示す
情報であって、道路網をノード情報とリンク情報により表している。ノード情報は、ノー
ドに関する情報であり、ノードは、道路を表現する上での結節点などを表している。この
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ノードには交差点が含まれる。
【００３５】
　交差点を表すノード情報は、当該交差点の位置を示す座標情報や、当該交差点に接続す
る道路についての情報を備える。また、交差点を表すノード情報には、その交差点におい
て合流する道路のうち、何れの道路が優先道路であるかを示す優先道路情報を備えている
。ここでの優先道路とは、互いに接続する複数の道路のうち、相対的に交通の流れが優先
されるべき道路である。また、優先道路ではない道路（つまり非優先道路）とは、優先道
路として規定されている道路における交通の流れを優先させるべき側の道路である。優先
道路は、道路の属性（換言すれば道路構造）として予め設定されている。以降では、交差
点を表すノードを交差点ノードと記載する。
【００３６】
　リンク情報は、ノードとノードの間を結ぶ道路としてのリンクに関する情報である。リ
ンク情報には、車線数を表す車線数情報が含まれている。なお、本実施形態では一例とし
て優先道路情報はノード情報に含まれる態様とするが、これに限らない。リンク情報が、
優先道路情報を備えていても良い。
【００３７】
　この走行道路判定装置６０は、現在位置検出部が検出している現在位置に基づいて、道
路地図上における自車両の位置を特定する。道路地図上における車両位置を特定すること
を、以降ではマッピングとも記載する。車両位置のマッピングは、ナビゲーション装置で
慣用されている既知のマップマッチング技術を援用して実施すれば良い。マップマッチン
グ技術は、複数時点における車両の進行方向や車速から車両の走行軌跡を求め、この車両
の走行軌跡と地図情報から得た道路形状とを比較して車両の現在位置を求める技術である
。
【００３８】
　また、走行道路判定装置６０は、自車両に対するマッピングの結果に基づき、自車両が
走行している道路（以降、自車走行路）を逐次特定する。そして、その特定した自車走行
路に関する道路地図情報（以降、周辺道路情報）を、自車走行路を示すデータとともに運
転支援装置１０に提供する。周辺地図情報には、自車両の進行方向に存在する交差点のノ
ード情報や、その交差点に接続する道路のリンク情報が含まれていればよい。なお、走行
道路判定装置６０は上述した機能を備えていればよく、自車両にナビゲーション装置が搭
載されている場合には、そのナビゲーション装置を走行道路判定装置６０として利用して
もよい。
【００３９】
　ディスプレイ７０は、運転支援装置１０からの指示に基づき、種々の情報を表示する。
ディスプレイ７０は、例えば液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなどを用いて実現
されればよい。ディスプレイ７０は、自車両の運転席から見える位置に配置されていれば
よい。なお、ディスプレイ７０はヘッドアップディスプレイでもよい。スピーカ８０は、
運転支援装置１０からの指示に基づき、自車両の車室内に種々の音を出力する。音には音
声や音楽も含まれる。
【００４０】
　＜制御部１３の機能について＞
　次に、図２を用いて制御部１３が備える機能について説明する。制御部１３は、ＣＰＵ
１３１が上述の運転支援プログラムを実行することによって、図２に示す種々の機能ブロ
ックに対応する機能を提供する。具体的には、制御部１３は機能ブロックとして、自車位
置取得部Ｆ１、挙動情報取得部Ｆ２、近距離通信制御部Ｆ４、自車両軌道特定部Ｆ３、他
車両軌道特定部Ｆ５、衝突可能性判定部Ｆ６、走行路情報取得部Ｆ７、周辺状況特定部Ｆ
８、及び支援処理部Ｆ９を備える。
【００４１】
　なお、制御部１３が備える機能ブロックの一部又は全部は、一つあるいは複数のＩＣ等
によりハードウェア的に実現してもよい。また、制御部１３が備える機能ブロックの一部
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又は全部は、ＣＰＵによるソフトウェアの実行とハードウェア部材の組み合わせによって
実現されてもよい。
【００４２】
　自車位置取得部Ｆ１は、自車両の現在位置を、ＧＮＳＳ受信機１１から取得する。なお
、自車位置取得部Ｆ１は、方位センサ２０や車速センサ３０等の検出結果を用いて、現在
位置を推定する処理（いわゆるデッドレコニング：Dead Reckoning）を実施してもよい。
また、自車両の現在位置を示す位置情報は、走行道路判定装置６０から取得してもよい。
自車位置取得部Ｆ１が請求項に記載の自車位置特定部に相当する。
【００４３】
　挙動情報取得部Ｆ２は、方位センサ２０や、車速センサ３０、ヨーレートセンサ４０な
どの種々のセンサから、自車両の挙動を示す挙動情報を取得する。すなわち、挙動情報取
得部Ｆ２は挙動情報として、現在の進行方向、車速、及びヨーレートを取得する。なお、
挙動情報に含まれる情報は、上述した種類の情報に限らず、例えば、方向指示器の動作状
態や、シフトポジションの位置、ブレーキペダルが踏み込まれている量、アクセルペダル
が踏み込まれている量などを含んでいても良い。
【００４４】
　自車両軌道特定部Ｆ３は、自車両の今後の走行軌道を示す自車両予測軌道を特定する。
ここでは一例として、自車両軌道特定部Ｆ３は、自車位置取得部Ｆ１が取得している現在
位置を始点として、自車両の進行方向に延びる半直線を自車両予測軌道として採用する。
自車両予測軌道を示すデータを、自車両予測軌道データと記載する。自車両予測軌道デー
タは、始点とする位置情報や半直線が延びる方向等を表したデータとすれば良い。
【００４５】
　なお、自車両予測軌道は、現在位置を始点とし、当該始点から自車両の進行方向に所定
距離伸ばした線分であってもよい。線分の長さは現在の車速に応じた長さであって、車速
が大きいほど長くすればよい。例えば自車両予測軌道の長さは、現在の車速に一定時間（
例えば６０秒）乗算した値とすればよい。
【００４６】
　近距離通信制御部Ｆ４は、他車両等に送信するためのデータを生成し、近距離無線通信
部１２から送信させるとともに、近距離無線通信部１２が受信したデータを取得する。つ
まり、近距離通信制御部Ｆ４は、近距離無線通信部１２の動作を制御する。
【００４７】
　例えば近距離通信制御部Ｆ４は、自車位置取得部Ｆ１が取得している自車両の現在位置
と、挙動情報取得部Ｆ２が取得している挙動情報に基づき、自車両の車両情報（以降、自
車両情報）を逐次生成し、近距離無線通信部１２に出力する。これにより、近距離無線通
信部１２は、自車両情報を示す通信パケットを逐次、自車両の周囲に送信する。自車両情
報を示す通信パケットの送信間隔は適宜設計されればよく、例えば１００ミリ秒とする。
【００４８】
　また、近距離通信制御部Ｆ４は、他車両から送信されて近距離無線通信部１２が受信し
た他車両の車両情報（以降、他車両情報）を、近距離無線通信部１２から取得する。近距
離通信制御部Ｆ４は、受信した他車両の車両情報を、送信元の車両ＩＤと対応付けてＲＡ
Ｍ１３２に保存する。これによって、近距離通信制御部Ｆ４は、自車両周辺に存在する他
車両についての情報を、他車両毎に区別して管理する。近距離通信制御部Ｆ４は、他車両
情報を取得するため、請求項に記載の他車両情報取得部に相当する。
【００４９】
　本実施形態では一例として、近距離通信制御部Ｆ４は、自車両情報には、自車両軌道特
定部Ｆ３が決定している自車両予測軌道データも含むものとする。また、それに伴い、他
車両が送信する他車両情報にも、その他車両の今後の走行軌道（以降、他車両予測軌道）
を示すデータが含まれているものとする。
【００５０】
　なお、車両情報が必ずしも予測軌道情報データを含んでいる必要はない。つまり、他の
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態様として自車両情報は、自車両予測軌道データを含んでいなくともよい。他車両情報も
同様に、他車両予測軌道を示すデータを含まない態様としてもよい。
【００５１】
　また、近距離通信制御部Ｆ４は、路側機から送信されて近距離無線通信部１２が受信し
た信号機情報を取得する。信号機情報は、前述の通り、交差点に設けられている信号機の
現在の表示状態を示す情報である。信号機情報は、当該交差点に接続するリンクのうち、
いずれのリンク上の車両に通行権に付与しているか否かを示す情報として機能する。ここ
での通行権とは、交差点を進入及び退出（つまり通過）する権利に相当する。信号機情報
は、交差点に接続する道路（換言すればリンク）毎の通行権を示す情報となっていること
が好ましい。なお、通行権には、直進する場合の通行権や、右折する場合の通行権、左折
する場合の通行権など、交差点の通行態様に応じて細かく分割されていても良い。
【００５２】
　信号機情報を示す通信パケットには、当該信号機情報が何れの交差点の信号機について
の情報であるかを示す交差点情報も含まれている。これにより、近距離通信制御部Ｆ４は
、受信した信号機情報を交差点毎に区別してＲＡＭ１３２に保存していく。
【００５３】
　他車両軌道特定部Ｆ５は、近距離通信制御部Ｆ４が取得した他車両情報を参照し、自車
両と車々間通信を実施している他車両の他車両予測軌道を特定する。なお、他車両情報に
他車両予測軌道を示すデータが含まれていない場合には、他車両情報に示されている現在
位置と進行方向に基づき、自車両軌道特定部Ｆ３と同様の手法によって他車両予測軌道を
特定すれば良い。
【００５４】
　衝突可能性判定部Ｆ６は、自車両の現在位置と、自車両の挙動情報と、近距離通信制御
部Ｆ４が取得した他車両情報に基づいて、自車両周辺に存在する他車両と自車両との、前
方交差点における衝突可能性の有無を推定する。この衝突可能性判定部Ｆ６の詳細な作動
については別途後述する。
【００５５】
　走行路情報取得部Ｆ７は、走行道路判定装置６０から、周辺道路情報と、自車走行路を
示すデータを取得する。前述のとおり、周辺道路情報には、自車両の進行方向に存在する
交差点のノード情報や、その交差点に接続する道路のリンク情報が含まれている。
【００５６】
　走行路情報取得部Ｆ７は、自車位置取得部Ｆ１が特定している現在位置と、挙動情報取
得部Ｆ２が取得している自車両の進行方向に基づき、周辺道路情報を参照することで、自
車両前方における直近の交差点（以降、前方交差点）を特定する。
【００５７】
　そして、走行路情報取得部Ｆ７は、前方交差点において、自車走行路が自車両の進行方
向に存在する交差点に接続する道路に対して優先道路であるか非優先道路であるかを判定
する。自車走行路が優先道路であるか否かの判定方法については別途後述する。走行路情
報取得部Ｆ７が、自車走行路が優先道路であるか否かを判定するため、請求項に記載の優
先道路判定部に相当する。
【００５８】
　周辺状況特定部Ｆ８は、自車両周辺の走行環境を表す情報を取得する所定の環境認識デ
バイスの出力に基づき、自車両周辺の状況を示す周辺状況情報を取得する。ここでの周辺
状況情報には、自車両周辺に対するドライバの視界状況と、前方交差点での信号機の表示
状態が含まれるものとする。この周辺状況特定部Ｆ８は、より細かい機能ブロックとして
、視界状況特定部Ｆ８１と、信号機状態特定部Ｆ８２を備える。
【００５９】
　視界状況特定部Ｆ８１は、照度センサ５０の検出結果に基づき、ドライバの視界が良好
であるか否かを判定する。例えば照度センサ５０が検出している照度が所定の閾値以上で
ある場合にはドライバの視界は良好であると判定し、検出されている照度が所定の閾値未
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満である場合には、ドライバの視界は良好ではないと判定する。ここで用いる閾値は、例
えば、夜間時には視界が良好ではないと判定する一方、朝～夕方は、視界が良好であると
判定するような値とすればよい。また、曇天時の昼間の明るさに対応する値としてもよい
。視界状況特定部Ｆ８１の判定結果はＲＡＭ１３２に一定時間保存され、支援処理部Ｆ９
などによって利用される。
【００６０】
　なお、視界が良好であるか否かを判定するための指標として用いる情報（つまり指標情
報）は、照度センサ５０の検出値に限らない。例えば、視界状況特定部Ｆ８１は、車室外
を撮影する図示しない車載カメラの撮影画像の輝度に基づいて、視界が良好であるか否か
を判定してもよい。具体的には、撮影画像が備える画素毎の輝度情報に基づいて撮影画像
の輝度の代表値（以降、代表輝度）を特定する。代表輝度は、画素毎の輝度の平均値であ
ってもよいし、画素毎の輝度を母集団とする集合の中央値であってもよい。そして、代表
輝度が所定の閾値以上である場合には視界が良好であると判定し、所定の閾値未満である
場合には視界は良好では無いと判定すれば良い。
【００６１】
　さらに、視界状況特定部Ｆ８１は、ヘッドライトやフォグランプ等の点灯状態に基づい
て、視界が良好か否かを判定してもよい。ヘッドライト及びフォグランプの何れも点灯し
ていない場合には視界は良好であると判定する一方、ヘッドライト及びフォグランプの少
なくとも何れか一方が点灯している場合には視界は良好ではないと判定すれば良い。
【００６２】
　その他、時刻情報に基づき、現在時刻が夜間として定義されている時間帯となっている
場合には視界は良好ではないと判定してもよい。さらに、天候情報に基づき、雨や雪等が
降っている場合には視界は良好ではないと判定してもよい。天候情報は、レインセンサ等
によって検出されてもよいし、外部に設けられたセンタ等から通信によって取得してもよ
い。照度センサ５０や、車室外を撮影する車載カメラ、ヘッドライトの点灯／消灯を検出
するヘッドライトセンサ、フォグランプの点灯／消灯を検出するフォグランプセンサ、レ
インセンサ、外部から配信される天気情報を受信するための通信装置などが、請求項に記
載の視界状況検出デバイスに相当する。それら種々のデバイスは組み合わせて用いられて
もよい。
【００６３】
　信号機状態特定部Ｆ８２は、近距離通信制御部Ｆ４が取得した信号機情報に基づいて、
前方交差点の信号機の状態を特定し、自車両に前方交差点の通行権が付与されているか否
かを判定する。信号機状態特定部Ｆ８２の判定結果はＲＡＭ１３２に一定時間保存され、
支援処理部Ｆ９などによって利用される。
【００６４】
　なお、信号機状態特定部Ｆ８２が、自車両に通行権が付与されているか否かを判定する
ための情報の取得元は、近距離通信制御部Ｆ４や路側機に限らない。他の態様として、車
載システム１が、自車両前方を撮影する前方カメラを備えている場合には、当該前方カメ
ラが撮影した画像に対して周知の画像認識処理を施すことで、自車両に通行権が付与され
ているか否かを判定してもよい。
【００６５】
　具体的には、まず、前方カメラの撮影画像に対して画像認識処理（例えばパターンマッ
チング等）を施すことで、撮影画像内における信号機を検出する。そして、当該信号機領
域の画素を解析することで、信号機の表示状態を特定し、自車両に通行権が付与されてい
るか否かを特定する。例えば、撮影画像における信号機の点灯色が、自車両の通行を許可
する点灯色（例えば日本国内においては青色）となっている場合には、自車両に通行権が
付与されていると判定すればよい。また、自車両の通行を禁止する点灯色（例えば赤色）
となっている場合には、自車両に通行権は付与されていないと判定する。なお、信号機の
表示状態には点灯色だけでなく、矢印表示なども含まれる。
【００６６】
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　近距離無線通信部１２や前方カメラが、請求項に記載の信号機情報取得デバイスに相当
する。なお、近距離無線通信部１２が受信した信号機情報と、前方カメラの撮影画像に対
する認識結果を併用して、信号機の状態を特定してもよい。
【００６７】
　支援処理部Ｆ９は、衝突可能性判定部Ｆ６の判定結果と、自車走行路が優先道路である
か否か、視界状況が良好であるか否か、及び、自車両に通行権が付与されているか否かに
基づいて、支援レベルを決定する。支援レベルは、ドライバへの運転支援として実施する
制御内容を決定するためのパラメータである。支援レベルは、運転支援を実施しないレベ
ルを含むように、複数のレベルが設定されている。支援レベルの決定手順については別途
後述する。
【００６８】
　そして、支援処理部Ｆ９は、決定した支援レベルに応じた制御処理を実施する。例えば
、決定した支援レベルが、他車両の存在をドライバに報知するべきレベルとなっている場
合には、その支援レベルに応じた態様でディスプレイ７０やスピーカ８０から、当該他車
両の存在を知らせるための情報を出力することで、ドライバの運転を支援する。
【００６９】
　ここでは一例として、レベル１からレベル４までの４段階の支援レベルが設定されてい
るとする。最も低いレベル１では、支援情報を出力しない。レベル２では、他車両が存在
することを意味する画像をディスプレイ７０に表示する。レベル３では、前方交差点での
出会い頭衝突に対する注意を意味する画像をディスプレイ７０に表示する。加えて、注意
を意味する音をスピーカ８０から出力してもよい。最も高いレベル４では、出会い頭衝突
ついての警報を意味する画像をディスプレイ７０に表示し、警報を意味する音をスピーカ
８０から出力する。換言すれば、レベル４では、ドライバの視覚と聴覚の両方から、自車
両と衝突する可能性がある他車両の存在を報知する。
【００７０】
　つまり、レベル２では、参考情報として他車両の存在を示す支援情報をドライバに報知
する一方、レベル３では、自車両と衝突する可能性がある他車両の存在を、ドライバに対
してレベル２よりも強く訴えかける。また、レベル４では、ドライバに対して同様の旨を
レベル３よりも強く訴えかける。
【００７１】
　レベル１、２、３、４が、請求項に記載の情報不提供レベル、情報提供レベル、注意喚
起レベル、警告レベルに順番に相当する。なお、支援レベルのレベル数および各支援レベ
ルで実行する運転支援の内容は、上述の内容に限られない。支援レベルは、５段階以上に
設定されていても良いし、２段階や３段階であっても良い。
【００７２】
　また、自車両のドライバに対して、所定の情報をドライバが知覚可能な態様で提供する
デバイス（以降、情報提供デバイス）は、ディスプレイ７０やスピーカ８０に限定しない
。ＬＥＤ等も用いて実現されるインジケータや、バイブレータ等を、情報提供デバイスと
して用いても良い。
【００７３】
　＜運転支援処理＞
　次に、図３に示すフローチャートを用いて、制御部１３が実施する運転支援処理につい
て説明する。ここでの運転支援処理とは、自車両と車々間通信を実施している他車両につ
いての情報（つまり支援情報）をドライバに報知するための一連の処理を指す。
【００７４】
　この図３に示すフローチャートは、例えば、運転支援装置１０に電力が供給されている
間、周期的に（例えば１００ミリ秒間隔で）実施されればよい。自車両と車々間通信を実
施している他車両が複数存在する場合、当該処理は、他車両毎に実施されればよい。便宜
上、以降の処理の対象とする他車両を対象車両とも記載する。
【００７５】
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　なお、この運転支援処理とは独立して、近距離通信制御部Ｆ４による他車両情報の取得
や、走行路情報取得部Ｆ７による前方交差点の特定、周辺状況特定部Ｆ８による周辺状況
の特定等が実施されているものとする。
【００７６】
　まず、ステップＳ１では自車位置取得部Ｆ１が、自車両の現在位置を特定してステップ
Ｓ２に移る。自車両の現在位置はＧＮＳＳ受信機１１から提供された位置情報をそのまま
採用してもよいし、方位センサ２０や車速センサ３０等の検出値を用いて補正した位置で
あってもよい。ステップＳ２では挙動情報取得部Ｆ２が自車両の挙動情報を取得してステ
ップＳ３に移る。
【００７７】
　ステップＳ３では自車両軌道特定部Ｆ３が、ステップＳ１で特定した自車両の現在位置
とステップＳ２で取得した自車両の進行方向を用いて自車両予測軌道を特定してステップ
Ｓ４に移る。ステップＳ４では走行路情報取得部Ｆ７が、走行道路判定装置６０と協働し
、前方交差点を特定してステップＳ５に移る。
【００７８】
　ステップＳ５では他車両軌道特定部Ｆ５が、対象車両の他車両情報をＲＡＭ１３２から
読み出してステップＳ６に移る。ステップＳ６では他車両軌道特定部Ｆ５が、ステップＳ
５で読み出した他車両情報に基づき、他車両予測軌道を特定してステップＳ７に移る。な
お、他車両情報に他車両予測軌道を示すデータが含まれていない場合には、前述の通り、
他車両情報に含まれる現在位置や進行方向、車速などに基づいて他車両予測軌道を特定す
ればよい。
【００７９】
　ステップＳ７では衝突可能性判定部Ｆ６が、ステップＳ３で決定した自車両予測軌道Ｐ
ｈと、ステップＳ６で特定した他車両予測軌道Ｐｒとが交差するか否かを判定する。図４
は、自車両予測軌道Ｐｈと他車両予測軌道Ｐｒとが交差する場合の一例を表している。図
４中のＨｖが自車両であり、点Ｘが、自車両予測軌道Ｐｈと他車両予測軌道Ｐｒとが交差
する点（以降、軌道交点）である。また、図４中の符号２で示す道路が自車走行路であり
、ノードＡは、走行路情報取得部Ｆ７が特定している前方交差点に対応するノードを表し
ている。符号３で指し示す道路は、前方交差点に接続において自車走行路と接続している
道路（以降、接続道路）を表している。図４では一例として、対象車両Ｒｖが接続道路３
上を走行している状況を示している。
【００８０】
　軌道交点Ｘは、自車両Ｈｖと対象車両Ｒｖとが現在の進行方向を維持して走行した場合
に、それぞれの軌道が交差する点である。自車両予測軌道Ｐｈと他車両予測軌道Ｐｒとが
軌道交点Ｘを形成しないということは、現段階においては、対象車両Ｒｖは自車両Ｈｖと
衝突する恐れがないことを意味する。
【００８１】
　このステップＳ７での判定結果、自車両予測軌道Ｐｈと他車両予測軌道Ｐｒとが軌道交
点Ｘを形成する場合には、軌道交点Ｘの位置座標を算出してステップＳ８に進む。一方、
自車両予測軌道Ｐｈと他車両予測軌道Ｐｒとが軌道交点Ｘを形成しない場合には、本フロ
ーを終了する。なお、対象車両Ｒｖは自車両Ｈｖと衝突する可能性が無いと判定するとい
うことは、当該対象車両Ｒｖについての支援レベルをレベル１（つまり情報不提供レベル
）に設定することに相当する。
【００８２】
　ステップＳ８では、ステップＳ７で算出した軌道交点Ｘと、前方交差点に対応するノー
ドＡとの距離が、所定の閾値Ｒ未満となっているか否かを判定する。ここで用いる閾値Ｒ
は、軌道交点Ｘが前方交差点内部又はその近傍に存在すると見なすことができる距離とす
ればよく、具体的な値は適宜設計されれば良い。そして、軌道交点ＸとノードＡとの距離
が閾値Ｒ未満となっている場合には、ステップＳ９に進む一方、軌道交点ＸとノードＡと
の距離が閾値Ｒ以上となっている場合には、対象車両Ｒｖは自車両Ｈｖと衝突する可能性
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は無いと判定して本フローを終了する。
【００８３】
　これは次の理由による。仮に自車両Ｈｖと対象車両Ｒｖとが同一の交差点（つまり前方
交差点）に向かって移動している場合、軌道交点Ｘは前方交差点に対応するノードＡ付近
に位置する可能性が高い。換言すれば、軌道交点Ｘが前方交差点を示すノードＡから離れ
ている場合、対象車両Ｒｖは前方交差点を通過しない車両であると見なすことができる。
そのため、軌道交点ＸとノードＡとの距離が閾値Ｒ以上となっている場合には、対象車両
Ｒｖは自車両Ｈｖと衝突する可能性は無いと判定する。
【００８４】
　なお、閾値Ｒは、自車走行路２の車線数や、接続道路３の車線数、前方交差点に接続す
るリンクの数などに応じた値に調整されても良い。自車走行路２の車線数や、接続道路の
車線数、前方交差点に接続するリンクの数が多いほど、交差点として利用される路面領域
は大きくなることが想定される。したがって、自車走行路２の車線数や、接続道路の車線
数、前方交差点に接続する道路の数が多いほど、閾値Ｒは大きい値に設定されれば良い。
なお、ステップＳ８の判定処理は、換言すれば、対象車両Ｒｖが走行している道路（以降
、他車走行路）が、前方交差点における接続道路であるか否かを判定する処理に相当する
。
【００８５】
　ステップＳ９では衝突可能性判定部Ｆ６が衝突リスク評価処理を実行してステップＳ１
０に移る。衝突リスク評価処理は、対象車両Ｒｖと自車両Ｈｖとが衝突するリスクを評価
する処理である。この衝突リスク評価処理については図５に示すフローチャートを用いて
説明する。なお、図５に示す各ステップは、衝突可能性判定部Ｆ６によって実施される。
【００８６】
　まず、ステップＳ９１では自車両Ｈｖが軌道交点Ｘに到達するために要する時間（以降
、自車両到達時間）を算出してステップＳ９２に移る。このステップＳ９１では、自車両
到達時間を算出するために、まず、自車両Ｈｖの現在位置と軌道交点Ｘの座標から、自車
両Ｈｖの現在位置から交点Ｘまでの距離を算出する。そして、その距離を自車両Ｈｖの現
在の車速で割った値を、自車両到達時間として採用する。
【００８７】
　ステップＳ９２では、対象車両Ｒｖが軌道交点Ｘに到達するために要する時間（以降、
他車両到達時間）を算出してステップＳ９３に移る。他車両到達時間は、自車両到達時間
と同様の手順によって算出することができる。
【００８８】
　ステップＳ９３では、自車両到達時間と他車両到達時間との時間差（以降、到達時間差
）が、予め設定した閾値以下であるか否かを判定する。この閾値は、自車両Ｈｖが軌道交
点Ｘを通過する際に対象車両Ｒｖと衝突する可能性があることを判断するための値であり
、閾値はたとえば数秒に設定される。そして、到達時間差が閾値以下である場合にはステ
ップＳ９４に移る。一方、到達時間差が閾値よりも大きい場合にはステップＳ９６に移る
。
【００８９】
　ステップＳ９４では、自車両到達時間と他車両到達時間に基づいて、対象車両Ｒｖとの
衝突までの残り時間（以降、ＴＴＣ：Time to Collision）を特定してステップＳ９５に
移る。ＴＴＣは、自車両到達時間としてもよいし、自車両到達時間と他車両到達時間との
平均値としてもよい。また、自車両到達時間と他車両到達時間のうち、小さい方をＴＴＣ
として採用してもよい。
【００９０】
　ステップＳ９５では、ステップＳ９４で決定したＴＴＣの大きさに基づいて、衝突リス
クの大きさを表す衝突リスクレベルを決定する。ここでは一例として、支援レベルが備え
る段階数と揃えるために、レベル１からレベル４までの４段階の衝突リスクレベルが設定
されているとする。レベル１が衝突リスクの最も低い状態を表し、レベル４が衝突リスク
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の最も高い状態を表す。レベル１は、衝突するまでの時間がまだ十分に残っている状態や
、衝突する可能性が０と見なすことができるほど十分に低い状態を表すものである。
【００９１】
　例えば、ＴＴＣが所定の第１閾値（例えば１５秒）以上となっている場合にはレベル１
と判定し、ＴＴＣが第１閾値未満であって所定の第２閾値（例えば１０秒）以上となって
いる場合にはレベル２と判定する。また、ＴＴＣが第２閾値未満であって第３閾値（例え
ば５秒）以上となっている場合にはレベル３と判定し、ＴＴＣが第３閾値未満となってい
る場合にはレベル４と判定する。なお、種々の閾値の具体的な値は適宜設計されればよい
。
【００９２】
　また、本実施形態では一例として、ＴＴＣの大きさに基づいて衝突リスクレベルを決定
する態様とするが、これに限らない。例えば他の態様として、ステップＳ９３で算出した
到達時間差の大きさに応じて衝突リスクレベルを決定してもよい。
【００９３】
　具体的には、到達時間差が所定の第１閾値（例えば５秒）以上となっている場合にはレ
ベル１と判定し、到達時間差が第１閾値以上であって所定の第２閾値（例えば３秒）未満
となっている場合にはレベル２と判定する。また、到達時間差が第２閾値以上であって第
３閾値（例えば１．５秒）未満となっている場合にはレベル３と判定し、ＴＴＣが第３閾
値以上となっている場合にはレベル４と判定すればよい。なお、この例における種々の閾
値の具体的な値もまた適宜設計されればよい。
【００９４】
　ステップＳ９６では、衝突リスクレベルをレベル１に設定して本フローを終了する。以
上で述べた衝突リスク評価処理が完了すると、図３のフローチャートにおけるステップＳ
１０に移る。
【００９５】
　ステップＳ１０では支援処理部Ｆ９が、支援レベル決定処理を実施してステップＳ１１
に移る。支援レベル決定処理は、支援レベルを決定する処理である。この支援レベル決定
処理については図６に示すフローチャートを用いて説明する。なお、図６に示す各ステッ
プは、ステップＳ１０２を除いて、支援処理部Ｆ９によって実施される。
【００９６】
　まず、ステップＳ１０１では、支援レベルを、衝突可能性判定部Ｆ６によって評価され
ている衝突リスクレベルに対応するレベルに仮設定する。例えば、衝突リスクレベルがレ
ベル１である場合には支援レベルもまたレベル１に仮設定し、衝突リスクレベルがレベル
４である場合には支援レベルもまたレベル４に仮設定する。その他のレベルも同様である
。このステップＳ１０１で仮設定される支援レベルが請求項に記載のリスク対応レベルに
相当する。ステップＳ１０１での支援レベルの仮設定が完了するとステップＳ１０２に移
る。
【００９７】
　ステップＳ１０２では走行路情報取得部Ｆ７が、自車走行路と、前方交差点に対応する
ノード情報に基づいて、前方交差点において自車走行路が、他車走行路に相当する接続道
路に対して優先道路に設定されているか否かを判定する。本実施形態では一例として、交
通の流れを優先させる順位が道路に予め設定されており、走行路情報取得部Ｆ７は、その
設定情報（つまり優先度情報）に基づいて、前方交差点において自車走行路が接続道路に
対して優先道路であるか否かを特定するものとする。
【００９８】
　なお、自車走行路が接続道路に対して優先道路であるか否かの判定方法は上述した方法
に限らない。他の態様として走行路情報取得部Ｆ７は、例えば、接続道路の車線数と、自
車走行路の車線数とを比較し、車線数が多い方を優先道路と判定してもよい。また、国道
や県道などといった、別途定義されている道路格に応じて、自車走行路と接続道路のどち
らが優先道路であるかを判定してもよいし、一時停止線の有無によって優先道路であるか
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否かを判定してもよい。例えば、自車走行路に一時停止線が付与されている場合には、自
車走行路は接続道路に対して非優先道路であると判定する。さらに、ここで例示した以外
にも、周知の方法を援用して自車走行路が優先道路であるか否かを判定してもよい。なお
、一時停止線の有無は、地図データに基づいて特定してもよいし、車両前方を撮影する車
載カメラの撮影画像に対して周知の画像認識処理を施すことで判定してもよい。
【００９９】
　前方交差点において自車走行路が優先道路に設定されている場合には、ステップＳ１０
２が肯定判定されてステップＳ１０４に移る。一方、前方交差点において自車走行路が優
先道路に設定されていない場合にはステップＳ１０２が否定判定されてステップＳ１０３
に移る。
【０１００】
　ステップＳ１０３では、ステップＳ１０１で仮設定した支援レベルを本採用して本フロ
ーを終了する。例えば、ステップＳ１０１において支援レベルがレベル２に仮設定されて
いる場合には、支援レベルをレベル２に決定して本フローを終了する。
【０１０１】
　ステップＳ１０４では、ＲＡＭ１３２に保存されている視界状況特定部Ｆ８１の特定結
果を読み出してステップＳ１０５に移る。ステップＳ１０５では、ＲＡＭ１３２に保存さ
れている信号機状態特定部Ｆ８２の特定結果を読み出してステップＳ１０６に移る。
【０１０２】
　ステップＳ１０６では、ステップＳ１０４及びステップＳ１０５で読み出した情報に基
づき、現在の自車両周辺の状況が、支援情報を出力する必要性が相対的に小さい状況であ
るか否かを判定する。本実施形態では一例として、支援情報を出力する必要性が相対的に
小さい状況とは、現在の視界状況が良好であって、且つ、信号機が自車両Ｈｖに通行権を
付与する状態となっている場合とする。したがって、本実施形態におけるステップＳ１０
６は、現在の視界状況が良好であって、且つ、信号機が自車両Ｈｖに通行権を付与する状
態となっているか否かを判定する処理に相当する。
【０１０３】
　現在の視界状況が良好であって、且つ、信号機が自車両Ｈｖに通行権を付与する状態と
なっている場合にはステップＳ１０６が肯定判定されてステップＳ１０７に移る。一方、
現在の視界状況が良好ではない場合や、信号機が自車両Ｈｖに通行権を付与する状態とな
っていない場合には、ステップＳ１０６が否定判定されてステップＳ１０８に移る。
【０１０４】
　ステップＳ１０７では、支援レベルをレベル１に設定して本フローを終了する。この場
合、対象車両Ｒｖについての支援情報は出力されなくなる。
【０１０５】
　なお、本フローにおいてステップＳ１０７に移る場合とは、自車走行路が優先道路であ
って、かつ、視界状況が良好であると判定されてあって、かつ、自車両Ｈｖに前方交差点
の通行権が付与されている場合である。そのような場合には、対象車両Ｒｖのドライバが
自車両Ｈｖの存在や信号機の状態を正しく認識でき、自車両Ｈｖの走行を阻害しないよう
に一時停止などの運転操作を実施することが期待できる。したがって、支援レベルをレベ
ル１に設定することで、不要な報知を抑制できる。
【０１０６】
　ステップＳ１０８では、支援レベルを、支援情報が出力されるレベルの範囲において、
ステップＳ１０１で仮設定したレベル以下となるレベルに決定する。例えば、ステップＳ
１０１で仮設定した支援レベルがレベル４である場合には、レベル２や３に設定する。つ
まり、支援レベルを衝突リスクレベルに対応するレベル以下のレベルに抑制する。本実施
形態では一例として、ステップＳ１０８に移った場合に設定する支援レベルは、支援情報
を出力するレベルの最小値であるレベル２とする。
【０１０７】
　このような態様によれば、衝突リスクレベルがレベル３以上となっている場合、ドライ
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バに提供される支援情報の出力態様は、衝突リスクレベルに応じた本来の出力態様よりも
抑制された態様で出力される。具体的には、他車両の存在を示す情報は、参考情報として
視覚的に提供される。
【０１０８】
　したがって、自車両Ｈｖが優先道路側である場合に支援情報を出力することによって、
ドライバに煩わしさを与えてしまう恐れを低減することができる。また、対象車両Ｒｖの
存在を示す情報は所定の態様で出力されるため、ドライバが対象車両Ｒｖの存在を気づか
ずに運転する可能性を低減できる。
【０１０９】
　なお、他の態様として、仮設定されている支援レベルから所定のレベル数（例えば１レ
ベル）小さいレベルを支援レベルに決定する態様としてもよい。ただし、ステップＳ１０
１で仮設定した支援レベルが、支援情報を出力する範囲の最小レベル（ここではレベル２
）である場合には、支援レベルは、仮設定値から下げずに、最小レベルのままとする。
【０１１０】
　上述した支援レベル決定処理が完了すると、図３のステップＳ１１に移る。ステップＳ
１１では支援処理部Ｆ９が、ステップＳ１０で決定した支援レベルに応じた制御処理を実
施する。例えば、支援レベルをレベル１に設定している場合には、運転支援を実施しない
。つまり、支援情報を出力しない。また、支援レベルをレベル２以上に設定している場合
には、その支援レベルに応じた態様で支援情報を出力する。以上の処理が完了すると本フ
ローを終了する。
【０１１１】
　＜本実施形態のまとめ＞
　以上の構成では、ステップＳ１０２で自車走行路が接続道路に対して優先道路であると
判定した場合であっても、視界状況と信号機の状態に基づいて、支援情報を出力する必要
性が相対的に小さい状況となっているか否かを判定する（ステップＳ１０６）。
【０１１２】
　なお、支援情報を出力する必要性が相対的に小さい状況とは、視界状況が良好であって
対象車両Ｒｖのドライバが自車両Ｈｖの存在を認識しやすい状況や、他車両に通行権が付
与されていないことが明確となっている状況である。換言すれば、支援情報を出力する必
要性が相対的に大きい状況とは、視界状況が良好ではなく、対象車両Ｒｖのドライバが自
車両Ｈｖの存在を認識しにくい状況や、他車両に通行権が付与されている状況などである
。他車両に通行権が付与されている場合、自車走行路が道路構造上優先道路として定義さ
れていても、自車両Ｈｖが停車すべきである。したがって、対象車両Ｒｖの存在を認識す
る必要性は相対的に高い。
【０１１３】
　そして、支援情報を出力する必要性が相対的に小さい状況となっている場合には（ステ
ップＳ１０６　ＹＥＳ）支援情報を出力させない支援レベルに設定する一方（ステップＳ
１０７）、支援情報を出力する必要性が相対的に大きい状況となっている場合には（ステ
ップＳ１０６　ＮＯ）、支援情報を出力させる支援レベルに設定する（ステップＳ１０８
）。
【０１１４】
　つまり、自車走行路が優先道路であっても、現在の自車両周辺の状況が支援情報を提供
する必要性が相対的に高い状況であると判定した場合には、支援情報を出力させる。ただ
し、自車走行路が優先道路となっている場合の支援情報の出力態様は、衝突リスクレベル
に応じた本来の出力態様よりも抑制された態様で出力する。
【０１１５】
　このような構成によれば、自車両の周辺状況に応じて運転支援情報をより適切に提供す
ることができる。
【０１１６】
　以上、本発明の実施形態の一例を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるも
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のではなく、以降で述べる種々の変形例も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以
外にも要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。
【０１１７】
　なお、以降において、前述の実施形態で述べた部材と同一の機能を有する部材について
は、同一の符号を付し、その説明を省略する。また、構成の一部のみに言及している場合
、他の部分については先に説明した実施形態の構成を適用することができる。
【０１１８】
　［変形例１］
　上述した実施形態では、自車走行路が優先道路である場合（ステップＳ１０２　ＹＥＳ
）、ステップＳ１０６において、視界状況が良好であるか否かと、自車両Ｈｖに前方交差
点の通行権が付与されているか否かの両方に基づいて、支援情報を出力すべきか否かを判
定する態様を例示したが、これに限らない。自車走行路が優先道路である場合、視界状況
が良好であるか否かと、自車両Ｈｖに前方交差点の通行権が付与されているか否かの、何
れか一方に基づいて支援情報を出力すべきか否かを判定してもよい。
【０１１９】
　例えば、図６のステップＳ１０６では、視界状況が良好であるか否かのみを判定する態
様としてもよい。つまり、自車両周辺の状況として、自車両Ｈｖに前方交差点の通行権が
付与されているか否かを考慮しない態様としてもよい。この場合、周辺状況特定部Ｆ８は
、信号機状態特定部Ｆ８２を備える必要はない。
【０１２０】
　逆に、図６のステップＳ１０６では、自車両Ｈｖに前方交差点の通行権が付与されてい
るか否かのみを判定する態様としてもよい。つまり、自車両周辺の状況として、視界状況
が良好であるか否かを考慮しない態様としてもよい。この場合、周辺状況特定部Ｆ８は、
視界状況特定部Ｆ８１を備える必要はない。
【０１２１】
　［変形例２］
　上述した実施形態では、現在の視界状況が良好であって、且つ、信号機が自車両Ｈｖに
通行権を付与する状態となっている場合に、支援情報を出力する必要はない（または相対
的に小さい）と判定し、ステップＳ１０７に移る態様を例示したが、これに限らない。
【０１２２】
　例えば、現在の視界状況が良好であるか、又は、前方交差点における信号機が自車両Ｈ
ｖに通行権を付与する表示状態となっている場合には、支援情報を出力する必要は相対的
に小さいと判定し、ステップＳ１０７に移る態様としてもよい。換言すれば、現在の視界
状況が良好ではなく、且つ、信号機が自車両Ｈｖに通行権を付与しない表示状態となって
いる場合にのみ、支援情報を出力する必要は相対的に大きいと判定してステップＳ１０８
に移る態様としてもよい。
【０１２３】
　［変形例３］
　また、ステップＳ１０６が否定判定された場合であっても支援情報を出力する態様とし
てもよい。ただし、その場合に決定される支援レベルは、ステップＳ１０６が肯定判定さ
れた場合に採用する支援レベルよりも低いレベルとする。つまり、同一レベルの衝突リス
クに対して、支援レベルは、自車走行路が非優先道路である場合、自車走行路が優先道路
であって支援情報を出力する必要性が相対的に高い場合、自車走行路が優先道路であって
支援情報を出力する必要性が相対的に低い場合の順番に小さくなるように設定されればよ
い。
【０１２４】
　［変形例４］
　上述した実施形態では、各車両のこれからの軌道の形状を、半直線状又は線分状に推定
する態様とするが、これに限らない。例えば自車両予測軌道Ｐｈは、自車両Ｈｖの現在位
置を始点とし、自車両Ｈｖの前後方向線に接する円弧状としてもよい。その際の自車両Ｈ



(20) JP 6551209 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

ｖの前後方向線は、自車両Ｈｖの進行方向を表す線であり、円弧状を形成するために用い
られる半径は、自車両Ｈｖの車速をヨーレートで割った値とする。すなわち、自車両予測
軌道Ｐｈの形状は、自車両Ｈｖの車速とヨーレートから定まる旋回半径に対応する円弧状
としてもよい。他車両予測軌道Ｐｒもまた、同様に、他車両の車速とヨーレートから定ま
る旋回半径に対応する円弧状としてもよい。
【０１２５】
　［変形例５］
　走行道路判定装置６０に相当する機能は、運転支援装置１０自身が備えていても良い。
つまり、運転支援装置１０自身が、自車両Ｈｖの位置を地図上にマッピングし、自車走行
路を特定する態様としてもよい。
【０１２６】
　また、車載システム１は、必ずしも地図記憶部６１を備えている必要はない。仮に車載
システム１が、車両外部に設けられた、道路地図情報を記憶しているサーバ（以降、地図
配信サーバ）と通信可能な構成となっている場合には、当該地図配信サーバから適宜必要
な地図情報を取得する態様としてもよい。なお、車載システム１は、広域通信網を介して
地図配信サーバと無線通信する態様とすればよい。また、道路地図情報の取得元は、路側
機や周辺車両などであってもよい。
【０１２７】
　［変形例６］
　以上では走行路情報取得部Ｆ７は、自車走行路が、前方交差点の接続道路に対して優先
道路であるか否かを判定する態様としたが、これに限らない。走行路情報取得部Ｆ７は、
近距離通信制御部Ｆ４が取得した他車両情報に含まれる他車両の位置情報に基づいて他車
走行路を特定し、自車走行路が他車走行路に対して優先道路であるか否かを判定する態様
としてもよい。
【０１２８】
　そのような態様によれば、前方交差点に接続する道路が複数存在する場合に、対象車両
Ｒｖが走行している道路に対する優先度合いを、より適切に判定することができる。例え
ば、前方交差点が多数の道路が接続する交差点（例えば五叉路）であって、且つ、自車走
行路がその交差点において最も優先度合いが高い道路ではない場合であっても、他車走行
路よりかは優先度合いが高く設定されている場合には、自車走行路は他車走行路に対して
優先道路であると判定できる。その結果、対象車両Ｒｖに対する支援レベルをより適切に
設定できる。
【０１２９】
　また、他車走行路を特定した時点で、その他車走行路が自車走行路と合流するか否か、
つまり、対象車両と自車両とが衝突する可能性が有るか否かを推定できるため、図３のス
テップＳ８の判定処理を省略することもできる。
【０１３０】
　なお、他車走行路の特定は、周知のマップマッチング技術を援用して実施すればよい。
本実施形態では、他車両の現在位置を示す位置情報を走行道路判定装置６０に提供し、走
行道路判定装置６０が他車走行路を特定する態様とするが、これに限らない。
【０１３１】
　走行路情報取得部Ｆ７が、周辺地図情報と他車両の位置情報を用いてマップマッチング
処理を実施することで他車走行路を特定してもよい。走行道路判定装置６０又は走行路情
報取得部Ｆ７自身によって特定された他車走行路は、その他車両の車両情報と対応付けて
ＲＡＭ１３２に保存される。なお、他車走行路の特定は他車両情報を取得したことに基づ
いて逐次実施されれば良い。
【０１３２】
　なお、上述した実施形態やこの変形例６においては、自車両がこれから進入する交差点
のうち、直近の交差点（つまり前方交差点）での走行を支援するための情報を出力する態
様を例示したが、これに限らない。前方交差点に限らず、その次に通過する交差点などと
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態様としてもよい。その場合、処理の対象とする交差点は前方交差点に限らないため、図
３のステップＳ８の判定処理を省略するものとする。
【０１３３】
　［変形例７］
　ユーザによって自車両Ｈｖの車室内に持ち込まれた携帯端末が、運転支援装置１０と相
互通信可能に接続されている場合には、支援処理部Ｆ９は、その携帯端末が備えるディス
プレイやスピーカを情報提供デバイスとして利用してもよい。つまり、支援情報を携帯端
末が備えるディスプレイやスピーカから出力してもよい。ここでの携帯端末とは、スマー
トフォンや、タブレット端末などである。なお、運転支援装置１０と携帯端末の接続形態
は、有線接続であってもよいし、無線接続であってもよい。
【符号の説明】
【０１３４】
１　車載システム、１０　運転支援装置、１１　ＧＮＳＳ受信機、１２　近距離無線通信
部、１３　制御部、１３１　ＣＰＵ、１３２　ＲＡＭ、１３３　ＲＯＭ、１３４　Ｉ／Ｏ
、２０　方位センサ、３０　車速センサ、４０　ヨーレートセンサ、５０　照度センサ、
６０　走行道路判定装置、６１　地図記憶部、７０　ディスプレイ、８０　スピーカ、Ｆ
１　自車位置取得部（自車位置特定部）、Ｆ２　挙動情報取得部、Ｆ３　自車両軌道特定
部、Ｆ４　近距離通信制御部（他車両情報取得部）、Ｆ５　他車両軌道特定部、Ｆ６　衝
突可能性判定部、Ｆ７　走行路情報取得部、Ｆ８　周辺状況特定部、Ｆ９　支援処理部

【図１】

【図２】

【図３】
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